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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　盤面上に設けられた始動用盤面構成部品に対して入賞通過した始動球をセンサが検出す
ることにより、その始動球について１回行われる大当たり抽選の結果に応じた抽選演出を
表示器によって行わせ、所定時間後にその抽選演出を終了させ、この終了時の前記表示器
による表示態様に応じた遊技状態にパチンコ機各部を制御する主制御装置を備え、
　この主制御装置は、前記大当たり抽選の結果に応じた所定の抽選演出が未終了の前記始
動球を所定個数まで順次記憶する抽選演出保留機能を有するパチンコ機において、
　前記表示器による抽選演出を複数段階で行うための複数の表示器と、これら複数の表示
器のうち第１の表示器による抽選演出と相俟って第１段階の抽選演出を行う振分け体と、
この振分け体及び前記始動用盤面構成部品間において前記保留球として収容するために前
記振分け体側に送る前記始動球の数を調整する実保留球数調整機構とを備え、
　前記第１の表示器は、前記始動球をセンサが検出することにより第１段階の抽選演出を
開始し、前記大当たり抽選の結果が大当たりである場合には大当たりの、外れである場合
には外れ又は大当たりの、表示態様で抽選演出を終了し、
　前記振分け体は、前記始動球を受け取り、機械的な駆動による第１段階の抽選演出を開
始し、前記第１の表示器による前記第１段階の抽選演出終了時の表示態様に応じて前記始
動球を当たり球排出口又は外れ球排出口に振分け排出させて抽選演出を終了し、
　前記複数の表示器のうち第２の表示器は、前記振分け体が前記始動球を前記当たり球排
出口に排出させた後に、第２段階の抽選演出を開始し、前記大当たり抽選の結果が大当た
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りである場合には大当たりの、外れである場合には外れの、表示態様で抽選演出を終了し
、
　前記実保留球数調整機構は、前記始動用盤面構成部品から振分け体までの経路中に備え
られた抽選演出保留球通路内に収容する保留球数が、所定の許容数以内の数とされ、かつ
、この数に前記振分け体に収容する保留球数を加えた数を前記主制御装置で記憶している
保留球数に一致するように、
各々構成され、かつ、
　前記振分け体が前記始動球を受け取ってから前記当たり球排出口又は外れ球排出口に排
出させるまでの間、その始動球を前記盤面の正面側から目視可能に構成され、更に、
　前記主制御装置は、所定の抽選演出時間短縮条件が充足されると前記抽選演出の時間を
短縮させる抽選演出時間短縮機能を有し、この抽選演出時間短縮機能の作動時には、
　前記第１の表示器及び振分け体による第１段階の抽選演出が抑止され、
　前記振分け体は、受け取った前記始動球を当たり球排出口に排出させ、
　前記第２の表示器は、前記始動球をセンサが検出することにより所定の抽選演出を開始
して、前記大当たり抽選の結果が大当たりである場合には大当たりの、外れである場合に
は外れの、表示態様で抽選演出を終了するように、
各々構成されたことを特徴とするパチンコ機。
【請求項２】
　前記主制御装置は、前記保留球について記憶した値からの減算を前記振分け体の抽選演
出の終了時に行うことを特徴とする請求項１に記載のパチンコ機。
【請求項３】
　前記実保留球数調整機構は、入口が前記抽選演出保留球通路の入口近傍に開口する超過
保留球排出路と、前記始動用盤面構成部品からの始動球を前記超過保留球排出路側に送り
、又は前記抽選演出保留球通路側に送る振分け機構とを備えてなることを特徴とする請求
項１又は２に記載のパチンコ機。
【請求項４】
　前記始動用盤面構成部品は前記盤面のほぼ中央に設けられた入賞装置の入賞口をなし、
この入賞装置には、適宜箇所に、前記第１の表示器、振分け体及び第２の表示器が配設さ
れると共に、複数の保留球ランプが配設され、この複数の保留球ランプは、その点灯数に
よって前記保留球の現在の記憶値を報知することを特徴とする請求項１、２又は３に記載
のパチンコ機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、盤面上の始動入賞口への入賞球（始動入賞球）又はゲートへの通過球をセン
サが検出することにより大当たり抽選を行い、その結果に応じた抽選演出を表示器等によ
り行うパチンコ機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、需要の多いパチンコ機の１つに、次のような機種がある。これは、その盤面上の
始動入賞口に遊技球が入賞すると、図柄表示装置の複数の表示領域に表示される図柄が各
々変動し、停止後の図柄（停止図柄）が予め定められた図柄で揃っていると大当たりにな
って大入賞口が開放動作するというパチンコ機である。
　このようなパチンコ機において、上記大入賞口が開放動作する遊技状態を大当たりとい
うが、大当たりになるか否かは、始動入賞口に遊技球が入賞したときのカウンタのカウン
ト値が予め設定された大当たり値に合致するか否かの大当たり抽選により行われる。
　上記カウンタは、パチンコ機の電源ＯＮ時から、例えば０～１０７９を繰り返しカウン
トするものであり、これら０～１０７９までの数値中、例えば３種類の数値が大当たり値
として設定されていると、３６０分の１の確率で大当たりになる。
【０００３】



(3) JP 5128863 B2 2013.1.23

10

20

30

40

50

　近年、この種のパチンコ機は、大当たりになる確率（大当たり確率）を、予め定められ
た条件を満たすことによって変動させ、遊技者の興趣を高めるようにした機種が多い。こ
の確率の変動（確率変動）は、具体的には確率変動前、つまり通常時の大当たり確率（低
確率）が上記のように３６０分の１であれば、これを例えば６０分の１にするというよう
に高確率にすることを内容とする。
【０００４】
　また、予め定められた条件を満たすことによって図柄の変動表示時間（抽選演出時間）
を短縮させて、図柄変動表示（抽選演出）をはかどらせた機種も多い（例えば、特許文献
１参照）。
　通常、図柄変動表示のための始動入賞球の個数の記憶値には上限が定められているが、
この上限値を超え、始動入賞球が無効となる事態は、図柄の変動表示時間の短縮（以下、
変動時間短縮と略称する。）、つまり図柄変動表示をはかどらせることによって避けるこ
とができる。これによれば、単位時間当たりの大当たり抽選回数が増えて、大当たりを生
じさせやすくするので、遊技者にとって有利であり望むところである。
【０００５】
　このような確率変動や変動時間短縮は、その実行開始後、予め定められた回数の図柄変
動表示が行われる間、継続する。そして、図柄変動表示回数が予め定められた回数に達し
、あるいは確率変動状態や変動時間短縮状態の継続中に大当たり状態になる等、予め設定
した条件を充足すると、それまでの状態が解除され、通常の低確率状態や変動時間状態に
戻るのが一般的である。
　例えば変動時間短縮は、実行開始後、１００回の図柄変動表示が行われるまでその状態
を継続し、図柄変動表示回数が１００回に達すると通常変動時間状態に戻る。
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－１３１２４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このようなタイプのパチンコ機は、現在も人気が高く需要も多いが、長年続いているた
め、最近では更に工夫を凝らした新規なパチンコ機の開発が要望されている。
　特に、遊技球が始動入賞口に入賞することによって、すなわち大当たり抽選がされるこ
とによって開始される抽選演出は、大当たり状態となるか否かを遊技者の視覚や聴覚にう
ったえる種々の態様により、また時間をかけて行われ、最終的に抽選結果を表示する盤面
上の演出であり、遊技者が最もハラハラドキドキ感（以下、遊技高揚感と記す。）を抱く
時間である。
　そこで、この抽選演出をいかに工夫するかが重要となる。例として、抽選演出を２回行
えばその分遊技高揚感は増大する。また、全体としての確率が例えば１００分の１であっ
たとしても、最初の抽選演出における大当たり確率を例えば１／４、次の抽選演出におけ
る大当たり確率を１／２５というような設定によれば、全体として同じ確率でありながら
個々の抽選演出においては当たり易く感じられる。特に、最初の抽選演出における大当た
り確率＝１／４は、第１段階の抽選演出突破の達成感が得られ、１／１００の確率による
１回の抽選演出で外れになるよりは遊技を楽しめる。
【０００８】
　このように、抽選演出を２回行う最も単純な方法としては、抽選を実際に２回行う方法
が挙げられる。すなわち、１回目の抽選を行った後に１回目の抽選演出を行い、１回目の
抽選が当たりであった場合には、１回目の抽選演出後に２回目の抽選を行い、その後に２
回目の抽選演出を行う。そして、この２回目の抽選演出の終了時に最終的な抽選結果を表
示する、というようにして２回の抽選と２回の抽選演出を行う方法である。２回の抽選演
出に先立って２回の抽選を行う方法も考えられる。
【０００９】
　しかしながら上記のような方法では、大当たり抽選は１回に限られるという制約がある
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場合には、採用することはできない。そこで従来、このような制約を満たしながら、抽選
演出を２回行い、遊技高揚感を倍増させ得るパチンコ機の開発が望まれていた。
　しかもこの場合、上記のような第１段階の抽選演出突破の達成感を与えるためには、抽
選は各回の抽選演出毎に行われている感覚で遊技者が遊技できることが望まれ、したがっ
て、従来、このようなパチンコ機の開発が課題となっていた。
【００１０】
　本発明の課題は、大当たり抽選は１回という制約があっても、２回の抽選をしていると
同様の遊技高揚感を遊技者に与えることができる新規なパチンコ機を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するための手段を以下に述べる。
　各手段は、項に区分し、各項に番号を付し、必要に応じて他の項の番号を引用する形式
で記載する。これは、本発明の理解を容易にするためであって、本明細書に記載の技術的
特徴が以下の各項に記載のものに限定されるものではない。
　以下の各手段のうち、（１）項が請求項１に、（２）項が請求項２に、（３）項が請求
項３に、（４）項が請求項４に、各々対応する。
【００１２】
（１） 盤面上に設けられた始動用盤面構成部品に対して入賞通過した始動球をセンサが
検出することにより、その始動球について１回行われる大当たり抽選の結果に応じた抽選
演出を表示器によって行わせ、所定時間後にその抽選演出を終了させ、この終了時の前記
表示器による表示態様に応じた遊技状態にパチンコ機各部を制御する主制御装置を備え、
この主制御装置は、前記大当たり抽選の結果に応じた所定の抽選演出が未終了の前記始動
球を所定個数まで順次記憶する抽選演出保留機能を有するパチンコ機において、前記表示
器による抽選演出を複数段階で行うための複数の表示器と、これら複数の表示器のうち第
１の表示器による抽選演出と相俟って第１段階の抽選演出を行う振分け体と、この振分け
体及び前記始動用盤面構成部品間において前記保留球として収容するために前記振分け体
側に送る前記始動球の数を調整する実保留球数調整機構とを備え、前記第１の表示器は、
前記始動球をセンサが検出することにより第１段階の抽選演出を開始し、前記大当たり抽
選の結果が大当たりである場合には大当たりの、外れである場合には外れ又は大当たりの
、表示態様で抽選演出を終了し、前記振分け体は、前記始動球を受け取り、機械的な駆動
による第１段階の抽選演出を開始し、前記第１の表示器による前記第１段階の抽選演出終
了時の表示態様に応じて前記始動球を当たり球排出口又は外れ球排出口に振分け排出させ
て抽選演出を終了し、前記複数の表示器のうち第２の表示器は、前記振分け体が前記始動
球を前記当たり球排出口に排出させた後に、第２段階の抽選演出を開始し、前記大当たり
抽選の結果が大当たりである場合には大当たりの、外れである場合には外れの、表示態様
で抽選演出を終了し、前記実保留球数調整機構は、前記始動用盤面構成部品から振分け体
までの経路中に備えられた抽選演出保留球通路内に収容する保留球数が、所定の許容数以
内の数とされ、かつ、この数に前記振分け体に収容する保留球数を加えた数を前記主制御
装置で記憶している保留球数に一致するように、各々構成され、かつ、前記振分け体が前
記始動球を受け取ってから前記当たり球排出口又は外れ球排出口に排出させるまでの間、
その始動球を前記盤面の正面側から目視可能に構成され、更に、前記主制御装置は、所定
の抽選演出時間短縮条件が充足されると前記抽選演出の時間を短縮させる抽選演出時間短
縮機能を有し、この抽選演出時間短縮機能の作動時には、前記第１の表示器及び振分け体
による第１段階の抽選演出が抑止され、前記振分け体は、受け取った前記始動球を当たり
球排出口に排出させ、前記第２の表示器は、前記始動球をセンサが検出することにより所
定の抽選演出を開始して、前記大当たり抽選の結果が大当たりである場合には大当たりの
、外れである場合には外れの、表示態様で抽選演出を終了するように、各々構成されたこ
とを特徴とするパチンコ機。
（２） 前記主制御装置は、前記保留球について記憶した値からの減算を前記振分け体の
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抽選演出の終了時に行うことを特徴とする（１）に記載のパチンコ機。
（３） 前記実保留球数調整機構は、入口が前記抽選演出保留球通路の入口近傍に開口す
る超過保留球排出路と、前記始動用盤面構成部品からの始動球を前記超過保留球排出路側
に送り、又は前記抽選演出保留球通路側に送る振分け機構とを備えてなることを特徴とす
る（１）項又は（２）項に記載のパチンコ機。
（４） 前記始動用盤面構成部品は前記盤面のほぼ中央に設けられた入賞装置の入賞口を
なし、この入賞装置には、適宜箇所に、前記第１の表示器、振分け体及び第２の表示器が
配設されると共に、複数の保留球ランプが配設され、この複数の保留球ランプは、その点
灯数によって前記保留球の現在の記憶値を報知することを特徴とする（１）項、（２）項
又は（３）項に記載のパチンコ機。
【発明の効果】
【００１３】
（１）項に記載の発明によれば、大当たり抽選は１回という制約があっても、２回の抽選
をしていると同様の遊技高揚感を遊技者に与えることが可能な新規なパチンコ機を提供で
きる。そして、このような新規なパチンコ機において、抽選演出時間短縮機能をもたせる
ことができる。
（２）項に記載の発明によれば、第２段階の抽選演出の終了時に保留球について記憶した
値からの減算を行うよりも速い時期での保留球数の更新が可能となる。
（３）項に記載の発明によれば、実保留球数調整機構を簡易に構成できる。
（４）項に記載の発明によれば、遊技者が最も注目する盤面のほぼ中央で、２回の抽選を
していると同様の遊技高揚感を遊技者に与えることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。なお、各図間において、同一符号
は同一又は相当部分を示す。
　図１は、本発明によるパチンコ機の一実施形態の要部を示す正面図である。
　この図において、１はパチンコ機遊技盤の盤面であり、この盤面１上には、ほぼ円弧状
にレール２が取り付けられており、このレール２の内側には、遊技領域３が設定されてい
る。レール２は、図示しないハンドルの操作により発射された遊技球（図示せず）を盤面
１の左側上部から遊技領域３へ送り込むように案内する。
　盤面１上には、レール２の他にも種々の盤面構成部品が設けられている。すなわち、盤
面１のほぼ中央には入賞装置（役物装置）４が設けられ、その下方には大入賞口５が設け
られている。その他、いくつかの入賞口６、ゲート７、風車８、ランプ９等が盤面１上に
設けられている。
【００１５】
　上記大入賞口５は、開放動作時に、他の入賞口６よりも入賞が著しく容易な形態、つま
り入賞開口が著しく大きくなるように構成されている。
　盤面１上のレール２の内側の最下部には、入賞しなかった遊技球が入球するアウト口１
０が設けられ、更に、上記各部品４～９やアウト口１０を避けた適宜箇所には、多数の遊
技釘１１が打ち込まれている。
　盤面１は透明ガラス板（図示せず）により覆われ、遊技球の盤面１からの離脱が阻止さ
れる。
【００１６】
　上記レール２により案内されて盤面１の上部に打ち込まれた遊技球（図示せず）は、盤
面１上に配置された遊技釘１１、風車８等によって流下の方向に変化を与えられながら入
賞口６、入賞装置４、大入賞口５（開放時）に入賞し、あるいはゲート７を通過し、ある
いは更に流下する。入賞しなかった遊技球はアウト口１０から遊技盤外に排出される。
【００１７】
　入賞装置４は、図２及び図３に取り出し、拡大して示すように、上部から下部に向かっ
て、始動入賞口（始動用盤面構成部品）２１、第１表示器２２、振分け体２３及び第２表
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示器２４を備えて構成されている。また、振分け体２３及び第２表示器２４間には左右各
側に２つずつ、合計４つの保留球ランプＬ１～Ｌ４が配設されている。これら始動入賞口
２１、第１表示器２２、振分け体２３及び第２表示器２４等のいずれも盤面構成部品を構
成している。
　この場合、始動入賞口２１は、ゲート７を遊技球が通過することによって、対向する一
対の可動片２１ａ，２１ａが各々外側に開いて遊技球入賞を容易にする所謂電動チューリ
ップと称される入賞口で、入賞装置４の入賞口となっている。
【００１８】
　第１表示器２２は、始動入賞口２１への入賞球（始動入賞球：始動球）を後述する始動
入賞球センサが検出することにより行われる大当たり抽選の結果（抽選結果）に応じた第
１段階の抽選演出を行う表示器である。ここで、大当たり抽選は、始動入賞口２１への入
賞球１個につき１回行われる。
【００１９】
　第１表示器２２は、図示例では各々発光源にＬＥＤが用いられた３つの☆形表示ランプ
Ｌ５～Ｌ７と、その左右側に各々２つずつ配置されてなる合計４つの×形表示ランプＬ８
～Ｌ１１を備える。
　これらの表示ランプＬ５～Ｌ１１は、始動入賞口２１に遊技球が入賞した時（大当たり
抽選時）の抽選用カウンタのカウント値等に応じた点消灯パターンで点消灯する。そして
、この点消灯パターンに応じた時間の経過後、☆形表示ランプＬ５～Ｌ７又は×形表示ラ
ンプＬ８～Ｌ１１のいずれか１つが点灯した状態で抽選演出を終了する。
【００２０】
　具体的には、抽選結果（大当たり／外れ）が大当たりの場合には☆形表示ランプＬ５～
Ｌ７のいずれか１つが点灯した状態で抽選演出を終了する（第１の表示態様）。
　外れの場合には、１つの態様として、×形表示ランプＬ８～Ｌ１１のいずれか１つが点
灯した状態で抽選演出を終了する（第２の表示態様）。もう１つの態様としては、☆形表
示ランプＬ５～Ｌ７のいずれか１つが点灯した状態で抽選演出を終了する（第３の表示態
様）。すなわち、第３の表示態様は、大当たり時の態様（第１の表示態様）と同様の態様
を採用することにより、最終的な抽選結果が表示されるまで遊技者に対して期待感を持続
させるようにしている。
　演出終了時に点灯した表示ランプＬ（Ｌ５～Ｌ１１中の１つ）は一定時間後（振分け体
２３が後述するように始動入賞球を各球排出口に振分け排出した段階）に消灯する。なお
点消灯パターンとは、本実施形態では表示ランプＬ５～Ｌ１１の点消灯順序及び点消灯時
間等の形態を指す。上記抽選用カウンタは、パチンコ機を統括制御する後述主制御装置内
に備えられている。
【００２１】
　第２表示器２４は、上記大当たり抽選に応じて第２段階の抽選演出（図柄変動表示）を
行う表示器で、本実施形態では、２つの７セグメント数字表示素子２４ａ，２４ｂを横並
びに配設してなる。
　各数字表示素子２４ａ，２４ｂは、大当たり抽選時の上記カウント値等に応じた変動パ
ターンで数字（一般に図柄と称する。以下、図柄とも記す。）を変動表示し、その変動パ
ターンに応じた時間の経過後、各々０～９までの数字のいずれか１つを表示した状態で抽
選演出を終了する。
【００２２】
　具体的には、抽選結果が大当たりであれば「３、３」又は「７、７」の数字が表示され
た状態（当たり表示態様）で図柄停止、つまり抽選演出を終了する。抽選結果が外れであ
れば、「３、３」と「７、７」以外の数字が表示された状態（外れ表示態様）で抽選演出
を終了する。
　「３、３」又は「７、７」の数字が表示された状態で抽選演出を終了（図柄停止）する
と、つまり抽選結果が大当たりであると、この図柄停止後に大入賞口５が開放動作すると
共に、詳細を後述する抽選演出時間短縮機能が作動を開始する。



(7) JP 5128863 B2 2013.1.23

10

20

30

40

50

　なお変動パターンとは、本実施形態では各数字表示素子２４ａ，２４ｂが表示する図柄
の変動順序（図柄変動表示態様）及び図柄変動表示時間等の形態を指す。
　抽選演出時間短縮は、後述する主制御装置において抽選演出のために選択される第１表
示器２２や第２表示器２４による表示のパターンの種類を抽選演出時間短縮用のパターン
に変更することによって行える。また、抽選演出時間短縮用のパターンの種類を変えずに
抽選演出（表示）を行わせ、抽選演出の途中で強制的に抽選演出を終了させる等によって
も可能である。
【００２３】
　振分け体２３は、入賞装置４、詳しくは始動入賞口２１に入賞した遊技球である始動入
賞球を受け取り、機械的な駆動、本実施形態では回転（揺動を含む）による第１段階の抽
選演出を行う回転体である。
　この振分け体２３は、始動入賞球を受け取ることにより、回転による第１段階の抽選演
出を開始し、第１表示器２２による第１段階の抽選演出終了時の表示態様に応じた球排出
態様に従って、つまり決定された当たり球排出口２５又は外れ球排出口２６に始動入賞球
を振分け排出させて、抽選演出を終了する。
　振分け体２３は、その回転による第１段階の抽選演出の終了時に、始動入賞球を長孔か
らなる当たり球排出口２５又は短孔からなる外れ球排出口２６のうちのどちらか一方に振
分け排出させる回転体であり、後述するモータによって回転される。振分け体２３の外周
には、間隔を置いて長短２つの切欠き２３ａ，２３ｂが形成されている。
【００２４】
　この振分け体２３による第１段階の抽選演出開始時の演出形態としては、演出前、始動
入賞口２１からの始動入賞球の入口４１に対向した状態にある短切欠き２３ｂが始動入賞
球を受け取った後、その始動入賞球を球排出口２５，２６に排出させるに至らない回転角
度内で揺動させる形態（揺動演出形態）が挙げられる。
　図４に、短切欠き２３ｂが始動入賞球の入口４１に対向した状態にある振分け体２３の
姿勢を示す。
　なお、本実施形態において振分け体２３は、始動入賞球を後述する始動入賞球センサが
検出するまでは長短２つの切欠き２３ａ，２３ｂの中間部が真上を向いた姿勢、つまり同
中間部裏面が始動入賞球の入口４１に対向して同入口４１を塞いだ状態にある（図２参照
）。そして、始動入賞球を始動入賞球センサが検出すると、図２に示す姿勢から時計回り
に回転して短切欠き２３ｂが始動入賞球の入口４１に対向した図４に示す姿勢になり、短
切欠き２３ｂが始動入賞球を受け取るように構成されている。
【００２５】
　振分け体２３の上記振分け排出は、第１表示器２２による第１段階の抽選演出終了後、
これに引き続いて行われる。
　第１表示器２２による第１段階の抽選演出終了時の表示態様（抽選演出終了時に点灯し
たのは☆形表示ランプＬ５～Ｌ７である第１の表示態様か、×形表示ランプＬ８～Ｌ１１
である第２の表示態様か）と、振分け体２３による振分け排出結果（始動入賞球が排出さ
れたのは当たり球排出口２５か外れ球排出口２６か）とが一致することは勿論である。
　以上のような振分け体２３の回転動作パターンは、大当たり抽選時の抽選用カウンタと
は別に設けられた抽選用カウンタのカウント値に応じて選択、決定される。振分け体２３
は、決定された回転動作パターンに応じた時間の経過後、上記のように球排出口２５又は
２６に始動入賞球を排出して抽選演出を終了する。なお回転動作パターンとは、本実施形
態では回転の方向や角度等の組合せ及び回転時間等の形態を指す。
【００２６】
　上記保留球ランプＬ１～Ｌ４は、後述する抽選演出保留機能により抽選演出が保留され
ている抽選演出保留球が現在いくつあるかを報知する。
【００２７】
　図２、図４においては図示を省略しているが、振分け体２３の正面側は、この振分け体
２３からの遊技球離脱防止用兼装飾用の透光性窓板２７で覆われている（図１、図３参照
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）。すなわち、この入賞装置４は、振分け体２３が始動入賞球を受け取ってから当たり球
排出口２５又は外れ球排出口２６に排出させるまでの間、その始動入賞球自体を盤面１の
正面側（遊技者）から目視可能に構成されている。
　これは、遊技球が始動入賞口２１に入賞した時、つまり第１段階の抽選演出の際に加え
、第２段階の抽選演出の際にも抽選しているように見せ、遊技高揚感を持続させるためで
ある。
【００２８】
　特に、１回の始動入賞口２１への入賞につき１回だけ行われる大当たり抽選が主制御装
置において内部的には外れが決定されていても、始動入賞球が振分け体２３の回転による
抽選演出を経て当たり球排出口２５に排出され、しかもその間、通してその様子を目視可
能な本実施形態においては、遊技高揚感を持続させる。この形態によれば、当たり球排出
口２５への始動入賞球の排出時点、つまり第２表示器２４による抽選演出開始時点におい
ても抽選しているように、より見えるようになるからである。
　目視が不能、つまり始動入賞口２１への入賞時点以降、始動入賞球を全く見せない場合
には、入賞時点から、大当たり抽選の結果が最終的に報知される第２表示器２４による抽
選演出の終了直前までの間、遊技高揚感は失われる。パチンコ機内部の処理においてはど
のような展開もあり得、明らかなのは最終的な抽選結果の報知だけとなるからである。
【００２９】
　図５に、上記透光性窓板２７を備えて形成された始動入賞球ガイド枠体２０と、振分け
体２３と、球排出口２５，２６（詳しくは球排出口２５，２６が穿設された化粧板２９）
との位置関係を示す。
　図示するように、パチンコ機正面側から背面側に向かって、始動入賞球ガイド枠体２０
、振分け体２３及び球排出口２５，２６の順に配置されている。本実施形態では、始動入
賞球ガイド枠体２０は透光性窓板２７部分のみならず、全面（正面及び側面等）が透光性
を有して形成されており、始動入賞口２１から振分け体２３に送り込まれる始動入賞球に
ついても盤面１の正面側（遊技者）から目視可能である。
【００３０】
　図６は、図１に示したパチンコ機の要部を示すブロック図である。
　以下、この図６に示す構成につき、図１、図２を併用して説明する。
　図６に示すようにパチンコ機は、ゲート通過球センサ３０、入賞球センサ３１、主制御
装置３２、演出制御装置３３、役物装置用制御装置３４及び音声／ランプ制御装置３５を
備えている。また、大入賞口作動ソレノイド３６、賞球払出制御装置３７及び始動入賞口
作動ソレノイド３８も備えている。
　上記ゲート通過球センサ３０は、図１中のゲート７を通過した遊技球を検出するスイッ
チからなり、各ゲート７に一対一対応で設けられている。
　また入賞球センサ３１は、入賞球を検出するスイッチからなり、図１に示す盤面１に設
けられた各入賞口５，６，２１に一対一対応で設けられている。このうち３１ａは、始動
入賞口２１への入賞球（始動入賞球）を検出する始動入賞球センサである。
【００３１】
　主制御装置３２は、演出制御装置３３（ひいては役物装置用制御装置３４、音声／ラン
プ制御装置３５）、大入賞口作動ソレノイド３６、賞球払出制御装置３７及び始動入賞口
作動ソレノイド３８等、パチンコ機全体を統括制御する装置であり、入力ポート３２ａ、
ＣＰＵ３２ｂ、出力ポート３２ｃ、ＲＯＭ３２ｄ及びＲＡＭ３２ｅ等を備えている。
　上記ＲＯＭ３２ｄには、ＣＰＵ３２ｂが読み込んで実行するパチンコ遊技のプログラム
及びこのプログラムの実行時に必要なデータ等が格納されている。ＲＡＭ３２ｅは、上記
プログラムの実行時の作業領域等に使用される。
【００３２】
　図示するように、主制御装置３２には、ゲート通過球センサ３０、入賞球センサ３１（
始動入賞球センサ３１ａを含む。）が接続されており、主制御装置３２の入力ポート３２
ａは、これらゲート通過球センサ３０、入賞球センサ３１からの信号を受け、ＣＰＵ３２
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ｂに与える。
　ＣＰＵ３２ｂは、入賞球センサ３１により入賞球を検出すると、出力ポート３２ｃを介
して演出制御装置３３や賞球払出制御装置３７等に信号を出力し、あるいは大入賞口作動
ソレノイド３６を作動させ、入賞に対応した遊技処理を行う。
　またＣＰＵ３２ｂは、ゲート通過球センサ３０によりゲート通過球を検出すると、出力
ポート３２ｃを介して始動入賞口２１の一対の可動片２１ａ，２１ａを開閉する始動入賞
口作動ソレノイド３８を開作動させる。
【００３３】
　演出制御装置３３は、主制御装置３２からの制御信号を受けて、役物装置用制御装置３
４及び音声／ランプ制御装置３５の演出動作用制御信号を生成し、出力する装置である。
　上記役物装置用制御装置３４は、演出制御装置３３からの演出動作用制御信号に基づき
、入賞装置４の各部を制御する装置である。
　この役物装置用制御装置３４は、具体的には、第１表示器２２の表示ランプＬ５～Ｌ１
１を点消灯制御して第１表示器２２による第１段階の抽選演出をさせると共に、振分け体
２３のモータ２８を回転制御して振分け体２３の回転による第１段階の抽選演出をさせる
。また、第２表示器２４の数字表示素子２４ａ，２４ｂを制御して、この第２表示器２４
による第２段階の抽選演出（図柄変動表示）をさせる。更に、保留球ランプＬ１～Ｌ４を
点消灯させ、また後述するシャッタを開閉するシャッタ作動ソレノイド３９を制御する。
【００３４】
　音声／ランプ制御装置３５は、演出制御装置３３からの演出動作用制御信号に基づき、
種々の効果音、合成音声をスピーカ等の音声出力装置３５ａから出力させると共に、図１
に示す盤面１上の種々のランプ９を点消灯させる装置である。
　大入賞口作動ソレノイド３６は、大当たり動作時に作動して大入賞口６を開放させるソ
レノイドである。賞球払出制御装置３７は、入賞に対応した賞球払出処理を行う装置であ
る。
【００３５】
　以上の構成において、主制御装置３２は、パチンコ機の電源ＯＮ時から、例えば０～１
０７９を予め定められた周期で繰り返しカウントする抽選用カウンタ（図示せず）をカウ
ント動作させている。
　そしてこの主制御装置３２は、図１に示す始動入賞口２１に遊技球が入賞し、始動入賞
球センサ３１ａがその遊技球（始動入賞球）を検出すると、上記抽選用カウンタのカウン
ト値を取得し、予め設定されている大当たり値と比較する。つまり、大当たり抽選を行い
、この抽選結果に応じた抽選演出を第１表示器２２及び振分け体２３により行わせ、又は
第１表示器２２、振分け体２３及び第２表示器２４により行わせる。
　主制御装置３２は、この抽選演出終了時の第１表示器２２又は第２表示器２４の表示態
様に応じた遊技状態、すなわち大当たり状態や大当たり状態以外の遊技状態にパチンコ機
各部を制御する。
【００３６】
　振分け体２３による抽選演出は、主制御装置３２の制御信号に基いて、具体的にはこの
制御信号を受けた演出制御装置３３が演出動作用制御信号を役物装置用制御装置３４に与
えることによって行う。以下、振分け体２３の回転による第１段階の抽選演出、特に始動
入賞球の振分け排出について詳述する。
　振分け体２３は、演出制御装置３３から演出動作用制御信号を受けた役物装置用制御装
置３４によるモータ２８の回転制御によって、始動入賞球を上記揺動演出形態による抽選
演出後、回転により抽選結果（大当たり／外れ）に応じた球排出口２５，２６に振り分け
る振分け排出を行う。
【００３７】
　すなわち、抽選結果が外れの場合は、１つの態様として、図２に示すように始動入賞球
を受けた短切欠き２３ｂを外れ球排出口２６に対向させ、外れに係る始動入賞球を外れ球
排出口２６に、自重と短切欠き２３ｂ底面に形成された傾斜によって転動させ、排出させ
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る。もう１つの態様としては、図７に示すように始動入賞球を受けた短切欠き２３ｂを当
たり球排出口２５に対向させ、抽選結果が外れに係る始動入賞球をその当たり球排出口２
５から自重と短切欠き２３ｂ底面に形成された傾斜によって転動させて、排出させる。
【００３８】
　抽選結果が大当たりの場合は、始動入賞球を受けた短切欠き２３ｂを例外なく当たり球
排出口２５に対向させ（図７参照）、当たりに係る始動入賞球をその当たり球排出口２５
に、自重と短切欠き２３ｂ底面に形成された傾斜によって転動させ、排出させる。
　始動入賞球が当たり球排出口２５から排出された場合には、その排出後に、第２表示器
２４による第２段階の抽選演出が行われる。当たり球排出口２５からの排出前に、第２表
示器２４による第２段階の抽選演出を開始させないのは、第２表示器２４による抽選演出
開始時点においても抽選しているように見せるためである。
【００３９】
　本実施形態では、抽選結果が大当たりであれば、上述したようにその大当たりに係る始
動入賞球は当たり球排出口２５から排出され、第２表示器２４による第２段階の抽選演出
は大当たりの表示態様（停止図柄）で終了し、その後、大入賞口５が開いて大当たり動作
する、大当たり状態となる。
　この大当たり動作後は、詳細を後述する抽選演出時間短縮機能が作動し、予め定められ
た回数の抽選演出が行われる間、この作動を継続する。この作動継続中は、第１表示器２
２による第１段階の抽選演出が抑止される（第１段階の抽選演出が行われない）。
【００４０】
　また、抽選演出時間短縮機能の作動継続中において、振分け体２３は、図８に示すよう
にその長切欠き２３ａが、上部側において始動入賞球の入口４１と対向し、下部側におい
て当たり球排出口２５と対向する回転位置（姿勢）を保持するように制御される。これに
よると、入賞装置４に入賞した始動入賞球は、そのまま、つまり振分け体２３が回転する
ことなく、同振分け体２３の長切欠き２３ａを経て当たり球排出口２５に導かれ排出され
る。
　つまり、振分け体２３の回転による第１段階の抽選演出も抑止され（回転による第１段
階の抽選演出も行われず）、第２表示器２４による第２段階の抽選演出のみが行われ、入
賞装置４における全体の抽選演出時間が短縮されることになって抽選演出がはかどり、遊
技者にとって有利な遊技状態となる。
【００４１】
　説明を、図６に示す始動入賞球センサ３１ａによる始動入賞球の検出動作に戻す。
　主制御装置３２は、始動入賞球を検出すると大当たり抽選を行うが、同時に、始動入賞
口２１（図１参照）に遊技球が入賞したことによる賞球の払出しを行うため、賞球払出制
御装置３７に賞球払出信号を出力する。なお主制御装置３２は、図１に示す全ての入賞口
５，６，２１への遊技球入賞時に、賞球払出制御装置３７に賞球払出信号を出力し、各入
賞口５，６，２１毎に設定された球数の賞球の払出しを行う。
【００４２】
　大当たり抽選の結果が大当たりであると、上述したような第１表示器２２及び振分け体
２３による第１段階の抽選演出を経て、第２表示器２４による第２段階の抽選演出が行わ
れる。すなわち、第２表示器２４の数字表示素子２４ａ，２４ｂによる図柄変動表示を行
い、その後、数字表示素子２４ａ，２４ｂが、「３、３」又は「７、７」で揃う図柄を表
示した状態で図柄変動表示を停止する。
【００４３】
　第２表示器２４が上記のような図柄変動表示を行い、「３、３」又は「７、７」の大当
たり図柄が表示された状態（表示態様）で停止、つまり第２段階の抽選演出を終了すると
、大入賞口６が開放する大当たり状態となり、より多くの入賞、賞球獲得が可能となる。
　大当たり状態においては、図６に示す大入賞口作動ソレノイド３６の作動による上記大
入賞口６の開放動作の他、音声出力装置３５ａ、ランプ９による種々の演出動作が行われ
る。
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【００４４】
　このような大当たり状態において、遊技球が次々と始動入賞口２１（図２参照）に入賞
する、つまり始動入賞球が連続する場合が多々ある。また、大当たり抽選の結果が既に内
部的に確定していても、先の始動入賞球による抽選演出が終了しておらず、この抽選演出
の間に発射された遊技球が始動入賞口２１に入賞する場合もある。
　このような場合には、始動入賞球の数は、予め定められた個数、通常４個を上限として
メモリ、例えば図６に示す主制御装置３２のＲＡＭ３２ｅに１個ずつ加算記憶され、かつ
、記憶された１個の始動入賞球（保留球）について抽選演出を終了する毎に上記加算記憶
値から１個ずつ減算される。記憶された始動入賞球数（抽選演出保留球数記憶値）が減算
され、４個未満となったときは、その時点から４個を上限として再び加算記憶可能である
。
　保留球ランプＬ１～Ｌ４は、このような始動入賞球（保留球）４個を上限とする抽選演
出保留機能において、抽選演出保留球が現在いくつあるかをその点灯数で報知する。
【００４５】
　本実施形態においては、主制御装置３２は確率変動機能（以下、確変機能と略記する。
）及び抽選演出時間短縮機能（以下、時短機能と略記する。）を有する。以下これについ
て、図２等を参照して説明する。
　上記確変機能は、予め定められた確率変動条件が充足されると、次回以降、予め定めら
れた回数、ここでは５００回までの大当たり抽選の際に大当たりとする確率を、それまで
の低い値（低確率）から高い値（高確率）に変動させる機能である。
【００４６】
　上記確率変動条件としては、抽選演出終了時の停止図柄が、大当たりとされる特定図柄
のうち特に定められた図柄（確率変動図柄）となること等が設定される。本実施形態では
、大当たり図柄「３、３」及び「７、７」がそのまま確率変動図柄に設定されている。つ
まり、大当たり図柄で停止すれば必ず確率変動条件が充足されるように設定されている。
勿論、「３、３」、「７、７」のどちらかの場合に確率変動条件が充足されるようにして
もよい。
【００４７】
　また時短機能は、予め定められた変動時間短縮条件が充足されると次回以降、予め定め
られた回数、ここでは１００回までの大当たり抽選に基づいて行われる抽選演出の時間を
短縮させる機能である。
　本実施形態では、時短機能の作動時には第１表示器２２による第１段階の抽選演出が省
略され、始動入賞口２１に遊技球が入賞すると、第２表示器２４による第２段階の抽選演
出が行われる。つまり、入賞装置４における全体の抽選演出時間が、少なくとも第１表示
器２２及び振分け体２３による第１段階の抽選演出時間分、短縮されることになって抽選
演出がはかどり、遊技者にとって有利な遊技状態となる。なお、時短機能作動中は、ゲー
ト７を遊技球が通過することによる始動入賞口２１の可動片２１ａ，２１ａの開放時間が
長くなり、この点でも遊技者にとって有利となる。
【００４８】
　上記変動時間短縮条件としては、抽選演出終了時の停止図柄が、大当たりとされる特定
図柄のうち特に定められた図柄（変動時間短縮図柄）となること等が設定される。本実施
形態では、上記確率変動条件と同様に、大当たり図柄「３、３」及び「７、７」がそのま
ま変動時間短縮条件に設定されている。つまり、大当たり図柄で停止すれば必ず変動時間
短縮条件が充足されるように設定されている。
【００４９】
　また本実施形態において、入賞装置４は、振分け体２３が始動入賞球を受け取ってから
球排出口２５又は２６に排出させるまでの間、その始動入賞球を盤面１の正面側（遊技者
）から目視可能に構成されている。この場合、始動入賞球は、始動入賞口２１から振分け
体２３上部に開口する始動入賞球の入口４１までを、それら相互間に形成された球通路を
通って送られる構成とされている。
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　このような構成においては、始動入賞口２１への入賞が続くと、始動入賞球は上記球通
路を通って振分け体２３側に次々と送り込まれることになる。ここで、始動入賞球は実際
の遊技球（実球）であるから、送り込まれる始動入賞球が上記球通路の収容可能個数を超
えると、始動入賞口２１から始動入賞球が溢れる等の不都合が生じる。
【００５０】
　このため本実施形態では、実保留球（実球による保留球）の数を調整する次のような実
保留球数調整機構を備える。
　以下、この実保留球数調整機構について、図９～図１１を参照して説明する。
　これらの図において、（ａ）は実保留球数調整機構を備えた入賞装置４の正面図である
。（ｂ）は（ａ）の側断面図、詳しくは、図９（ｂ）は同図（ａ）のＡ－Ａ線断面矢視図
、図１０（ｂ）は同図（ａ）のＢ－Ｂ線断面矢視図、図１１（ｂ）は同図（ａ）のＣ－Ｃ
線断面矢視図である。
　各図において、９１及び９２は、連結部分９３で連結されて始動入賞口２１から振分け
体２３（入口４１）までをつなぐ始動入賞球導入路及び抽選演出保留球通路である。始動
入賞球導入路９１は、複数個の始動入賞球を収容可能に形成されており、始動入賞球数の
緩衝用を兼ねている。これら始動入賞球導入路９１、連結部分９３及び抽選演出保留球通
路９２は、始動入賞口２１に入賞した始動入賞球が自重で振分け体２３まで到達するよう
に傾斜有して連通する１本の球通路を構成する。
【００５１】
　図１１（ｂ）に示す実保留球数調整機構９４は、上記抽選演出保留球通路９２内に収容
する保留球数が、振分け体２３に収容する保留球数とで定まる許容数以内の数とされ、か
つ、この数に振分け体２３に収容する保留球数を加えた数を図６に示す主制御装置３２で
記憶している保留球数に一致するように構成されている。なお、実保留球数調整機構９４
のこのような機能を実保留球数調整機能と記す。
　具体的には、実保留球数調整機構９４は、抽選演出未終了の始動入賞球（実保留球）が
、振分け体２３の短切欠き２３ｂに収容可能の１個に、抽選演出保留球通路９２内の収容
許容個数４個を加えた合計５個に達した場合に、更に送られてくる５個を超える分の始動
入賞球を、抽選演出保留球通路９２の入口手前で外部に排出させるように構成されている
。
【００５２】
　本実施形態では、実保留球数調整機構９４は超過保留球排出路９５及び振分け機構９６
を備えて構成されている。
　この場合、超過保留球排出路９５は、入口が始動入賞球導入路９１及び抽選演出保留球
通路９２の連結部分９３に開口（連通）し、この超過保留球排出路９５側に超過保留球が
送り込まれたとき、その超過保留球が自重で下方に転動、落下し、入賞装置４外部に排出
されるように出口が向けられている。
　また振分け機構９６は、始動球導入路９１からの始動入賞球を超過保留球排出路９５側
に送り、又は抽選演出保留球通路９２側に送るように、例えばシャッタ９７及びシャッタ
作動ソレノイド３９（図６参照）を備えて構成されている。
【００５３】
　このように構成された実保留球数調整機構９４において、シャッタ９７は、６個目以降
の始動入賞球（実保留球）が始動入賞口２１から抽選演出保留球通路９２に向けて送られ
てくる場合に、シャッタ作動ソレノイド３９の付勢（ＯＮ）によって開放され、その６個
目以降の実保留球を抽選演出保留球通路９２の入口手前で超過保留球排出路９５側に逃が
して（送って）外部に排出させる。
　またこの実保留球数調整機構９４は、シャッタ９７を、実保留球が５個未満となった場
合にシャッタ作動ソレノイド３９を消勢（ＯＦＦ）して閉成させ、その時点から５個を上
限として実保留球を再び抽選演出保留球通路９２を通って始動入賞球の入口４１側に送る
ように閉じる。
【００５４】
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　図９～図１１中の矢印ＬＡ～ＬＣは、シャッタ９７の開閉による始動入賞球（実保留球
）の流れを示す。図９及び図１０はシャッタ９７が閉じている場合、図１１はシャッタ９
７が開いている場合における始動入賞口２１から入賞装置４外部までの始動入賞球（実保
留球）の流れを示す。図９は、振分け体２３を経た遊技球が当たり球排出口２５に排出さ
れた場合、図１０は、振分け体２３を経た遊技球が外れ球排出口２６に排出された場合を
各々示す。図１１は、全保留球数が上限値５個を超えている場合を示す。
　各図において、ＢＬは始動入賞口２１への入賞前の遊技球を示す。この遊技球ＢＬは、
始動入賞口２１入賞時の大当り抽選の結果（詳しくはカウンタのカウント値）とその際の
シャッタ９７の開閉状態（保留球数が上限値を超えているか否か）とに応じて、図９～図
１１中の矢印ＬＡ～ＬＣに示す経路を経て入賞装置４外部に排出される。
　各図における遊技球（始動入賞球）ＢＬの経路を説明すると、図９においては、遊技球
ＢＬは始動入賞口２１から始動球導入路９１を下ってきて閉状態のシャッタ９７に当接し
、ここで斜め下方に折返されて抽選演出保留球通路９２に入り、振分け体２３及び当たり
球排出口２５を経て入賞装置４の外部に排出される。
　図１０においては、遊技球ＢＬは始動入賞口２１から始動球導入路９１を下ってきて閉
状態のシャッタ９７に当接し、ここで斜め下方に折返されて抽選演出保留球通路９２に入
り、振分け体２３及び外れ球排出口２６を経て入賞装置４の外部に排出される。
【００５５】
　図１１においては、図示を省略しているが、抽選演出未終了の始動入賞球（実保留球）
が、振分け体２３の短切欠き２３ｂに１個、抽選演出保留球通路９２内に４個、合計５個
ある場合の遊技球経路である。この場合は、６個目以降の始動入賞球ＢＬが始動入賞口２
１から抽選演出保留球通路９２に向けて送られてきても、この始動入賞球ＢＬは抽選演出
保留球通路９２の入口手前で超過保留球排出路９５側に逃がされ入賞装置４の外部に排出
される。すなわち、図１１においては、始動入賞球ＢＬは開状態のシャッタ９７を通過し
て（抽選演出保留球通路９２及び振分け体２３等を経ずに）、したがって、有効な保留球
となることなく、入賞装置４の外部へ排出される。
【００５６】
　図１２及び図１３に上記シャッタ９７、シャッタ作動ソレノイド３９、プランジャ９８
及びシャッタ復帰用のコイルスプリング９９等を備えてなる振分け機構９６を示す。図１
２はシャッタ閉状態の振分け機構９６を示し、図１３はシャッタ開状態の振分け機構９６
を示す。各図において、（ａ）は正面図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は右側面図、（ｄ）は
斜視図である。
　図１２に、図９（ｂ）及び図１０（ｂ）を併用して説明すると、これらの図に示すよう
に、５個目（上限値）までの始動入賞球ＢＬが始動入賞口２１から抽選演出保留球通路９
２に向けて送られてくる場合にはシャッタ作動ソレノイド３９は消勢状態のままでシャッ
タ９７は閉成状態にある。したがって、始動入賞球ＢＬはシャッタ９７に当接し折り返さ
れて抽選演出保留球通路９２側に送られる。
　次に、６個目以降の始動入賞球ＢＬが始動入賞口２１から抽選演出保留球通路９２に向
けて送られてくる場合について、図１３に、図１１（ｂ）を併用して説明する。この場合
には、これらの図に示すように、シャッタ作動ソレノイド３９は付勢されていてシャッタ
９７は開放状態にある。したがって、６個目以降の始動入賞球ＢＬは、抽選演出保留球通
路９２の入口手前で、開放状態のシャッタ９７の下を通過して超過保留球排出路９５側に
逃がされ、入賞装置４の外部に排出される。
　抽選演出が進んで実保留球が５個未満になると、シャッタ作動ソレノイド３９が消勢し
、コイルスプリング９９のばね力を受けてシャッタ９７は閉じ、その時点から５個を上限
として始動入賞球ＢＬを再び抽選演出保留球通路９２側に折り返させ、同抽選演出保留球
通路９２側に送る。
　始動入賞球ＢＬについて以上の動作が遊技終了まで繰り返される。
【００５７】
　なお、始動入賞球の数、詳しくはその数が５個を超えたか否かは、図６に示す始動入賞
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球センサ３１ａからの信号を受け、また、役物装置用制御装置３４を制御する演出制御装
置３３に制御信号を送る主制御装置３２において把握している。上記シャッタ作動ソレノ
イド３９は、このような主制御装置３２からの制御信号に基づいて制御される役物装置用
制御装置３４によりＯＮ／ＯＦＦされるものであり、上記実保留球数調整機構９４による
実保留球数調整機能は容易に作動させ得る。
【００５８】
　以上のように実保留球数調整機構９４は、始動入賞球の数が５個を超え、更に始動入賞
口２１から溢れる等の不都合が生じることを防止する。
　また、保留球ランプＬ１～Ｌ４の点灯数で報知される保留球数（図６に示す主制御装置
３２の演算処理による真の保留球数：メモリ記憶値）と実保留球数との一致も図られてい
る。シャッタ９７の開閉制御（シャッタ作動ソレノイド３９のＯＮ／ＯＦＦ）も、保留球
数の増減に応じてその点灯数が増減する保留球ランプＬ１～Ｌ４の制御も、主制御装置３
２の統括制御に基づいて行うので、保留球ランプＬ１～Ｌ４の点灯数で報知される保留球
数と実保留球数とを一致させることは容易である。
　なお、始動入賞球センサ３１ａの異常動作等、何らかの要因により保留球数（図６に示
す主制御装置３２の演算処理による真の保留球数）と実保留球数とが不一致となった場合
には、例えば以下のような対処方法が可能である。
　まず、保留球数（メモリ記憶値）よりも実保留球数が多くなった場合について説明する
。この場合は、抽選演出保留球通路９２の振分け体直前位置に予め配置しておいた実保留
球センサ１００で余剰の実保留球（実保留球数調整機構９４による排出を逃れた超過保留
球）を検出し、その余剰の実保留球を短切欠き２３ｂで受けた振分け体２３を反時計回り
に回転させればよい。上記余剰の実保留球は、振分け体２３の短切欠き２３ｂが外れ球排
出口２６に対向すると外れ球排出口２６に排出される。
　実保留球数よりも保留球数（メモリ記憶値）が多くなった場合には、短切欠き２３ｂが
実保留球を受けていない状態のまま、振分け体２３を回転させればよい。
　これらの動作により、保留球数（メモリ記憶値）と実保留球数との一致が回復される。
振分け体２３は、いずれの場合も上記動作後、休止位置に、本実施形態では長短２つの切
欠き２３ａ，２３ｂの中間部が真上を向いた姿勢に戻り、次の始動入賞球についての抽選
演出待機状態となる。
【００５９】
　以上のように構成されたパチンコ機において、いま、図１に示す盤面１の上部に打ち込
まれた遊技球が、可動片２１ａ，２１ａが閉じた状態の始動入賞口２１に、あるいは、遊
技球がゲート７を通過して可動片２１ａ，２１ａが開いた状態の始動入賞口２１に入賞し
たとする。すると、図６に示す始動入賞球センサ３１ａがその始動入賞球を検出し、主制
御装置３２において大当たり抽選が行われ、同始動入賞球について大当たり／外れが決定
される。
　この始動入賞球は、振分け体２３に向けて送られ、振分け体２３が図４に示すように短
切欠き２３ｂが真上に向く姿勢（回転位置）になったとき、その短切欠き２３ｂ内に受け
取られる。
【００６０】
　この始動入賞球は、振分け体２３が図２又は図７に示す位置まで回転し、短切欠き２３
ｂ内から排出されるまで、当該変動、すなわち抽選演出中として数えられる。保留球数の
減算は、本実施形態では振分け体２３における第１段階の抽選演出終了で実行され、この
保留球数の減算前に新たに始動入賞球センサ３１ａが始動入賞球を検出すると保留球数は
加算される。保留球数の増減があると、その数が更新記憶され、また点灯する保留球ラン
プ数も更新される。
　保留球数は５個が上限であり、実保留球数が５個を超えないようにする調整は実保留球
数調整機構９４によって上述したように行われ、始動入賞球（実球）が始動入賞口２１か
ら溢れる等の不都合は生じない。また、実保留球数を保留球ランプＬ１～Ｌ４の点灯数で
報知される保留球数と一致させることが可能である。
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【００６１】
　大当たり抽選が行われると、詳細を上述した、第１表示器２２の表示ランプＬ５～Ｌ１
１の点消灯による第１段階の抽選演出が開始されると共に、振分け体２３の回転による第
１段階の抽選演出が開始される。遊技者には、これら第１表示器２２の点消灯表示と振分
け体２３の回転とによる第１段階の抽選演出によって最初の遊技高揚感が与えられる。
　また、大当たり抽選の結果が当たりである場合や、外れであっても一部の例外的な場合
には、第２表示器２４の２つの数字表示素子２４ａ，２４ｂによる第２段階の抽選演出（
図柄変動表示）が行われ、遊技者の興趣を持続する。
【００６２】
　しかも、本実施形態においては、入賞装置４は、振分け体２３が始動入賞球を受け取っ
てから当たり球排出口２５又は外れ球排出口２６に排出させるまでの間、その始動入賞球
を盤面１の正面側から、換言すれば遊技者から目視可能である。また、振分け体２３の回
転による上記球排出口２５又は２６への始動入賞球排出後に、第２表示器２４による第２
段階の抽選演出が開始するので、この第２表示器２４による抽選演出開始時点においても
抽選しているように見え、遊技者の遊技高揚感を持続させる。
【００６３】
　始動入賞口２１への入賞時点以降、始動入賞球（実球）を全く見せない場合には、入賞
時点から、大当たり抽選の結果が最終的に報知される第２表示器２４による抽選演出の終
了直前までの間、遊技者の遊技高揚感は失われる。パチンコ機内部の処理においてはどの
ような展開もあり得、明らかなのは抽選結果の報知だけとなるからである。
　また、振分け体２３の回転による上記球排出口２５又は２６への始動入賞球排出前に、
第２表示器２４による第２段階の抽選演出が開始する場合も、第２段階の抽選演出に際し
て再び抽選をしているかのようには見えず、この時点で遊技者の遊技高揚感は失われる。
【００６４】
　上記抽選結果が大当たりであれば、第２表示器２４（数字表示素子２４ａ，２４ｂ）は
、「３、３」又は「７、７」の大当たり図柄を表示した状態（表示態様）で動作を停止し
、つまり第２段階の抽選演出を終了し、大入賞口６が開放する大当たり状態となって、よ
り多くの入賞、賞球獲得が可能となる。
　大当たり動作後は、上述した時短機能が作動し、第１表示器２２による第１段階の抽選
演出が抑止される。時短機能の作動中において、振分け体２３は、図８に示すように、そ
の長切欠き２３ａが、上部側において始動入賞球の入口４１と対向し、下部側において当
たり球排出口２５と対向する姿勢を保持するように制御される。
【００６５】
　これによると、入賞装置４に入賞した始動入賞球は、そのまま振分け体２３の長切欠き
２３ａを経て当たり球排出口２５に導かれて排出される。つまり、振分け体２３の回転に
よる第１段階の抽選演出も抑止され、第２表示器２４による第２段階の抽選演出のみが行
われる。これにより、入賞装置４における全体の抽選演出時間が短縮され、抽選演出がは
かどり、遊技者にとって有利な遊技状態となる。
　本実施形態では、大当たり動作後は上述した確変機能も作動する。
【００６６】
　このような遊技において、入賞装置４における抽選演出が第１段階の抽選演出で終了す
るか、第２段階の抽選演出まで移行するかの決定は重要である。また、第１段階の抽選演
出における第１表示器２２の点消灯パターン、振分け体２３の回転動作パターン及び第２
表示器２４の変動パターンや、第１表示器２２、第２表示器２４における抽選演出終了時
の表示態様、振分け体２３における抽選演出終了時の球排出態様の指定も同じく重要であ
る。
　本実施形態においては、このような決定、指定は次のように行われている。
【００６７】
　すなわち図６において、主制御装置３２は、始動入賞球センサ３１ａが始動入賞球を検
出すると、抽選用カウンタのカウント値を取得して大当たり抽選を行う一方で、その大当
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たり抽選用カウンタとは別の抽選用カウンタにて取得したカウント値等に基づき、多種類
ある抽選演出パターンの中から１種類の抽選演出パターンを選択、決定する。そして、決
定した抽選演出パターンを指定する抽選演出パターン指定コマンド（制御信号）Ｓ１を演
出制御装置３３に送信する。
【００６８】
　主制御装置３２から送信される抽選演出パターン指定コマンドＳ１には、総抽選演出時
間情報、第１段階の抽選演出終了時の態様情報、第２段階の抽選演出終了時の態様情報、
第２段階の抽選演出時の変動パターン情報、及び第１段階の抽選演出時間情報を少なくと
も有する。
　ここで、総抽選演出時間情報とは、第１表示器２２による第１段階の抽選演出開始時か
ら第２表示器２４による第２段階の抽選演出終了時までの時間であり、第１段階又は第２
段階いずれか一方の抽選演出を行わない場合は他方の抽選演出の開始から終了までの時間
を指す。第１段階の抽選演出終了時の態様情報とは、第１表示器２２の第１段階の抽選演
出終了時の表示態様、及び振分け体２３による第１段階の抽選演出終了時の球排出態様を
指す。
　また、第２段階の抽選演出終了時の態様情報とは、第２表示器２４の抽選演出終了時の
表示態様を指し、第２段階の抽選演出時の変動パターン情報とは、第２表示器２４の抽選
演出時の変動（演出）パターンを指す。更に、第１段階の抽選演出時間情報とは、第１表
示器２２による第１段階の抽選演出開始時から振分け体２３による同抽選演出終了時まで
の時間を指す。
【００６９】
　演出制御装置３３は、主制御装置３２から送信された抽選演出パターン指定コマンドＳ
１を受信すると、その内容を解析して役物装置用制御装置３４及び音声／ランプ制御装置
３５に各々対応した演出動作を行わせるための指示コマンド（演出動作用制御信号）Ｓ２
を出力する。
　例えば、役物装置用制御装置３４の第１表示器制御部（図示せず）には、主制御装置３
２から受信した抽選演出パターン指定コマンドＳ１に対応した選択比率テーブルに基づき
、第１表示器２２（図２参照）による第１段階の抽選演出時の点消灯パターンを選択、決
定し、その点消灯パターンの指示コマンドＳ２１を出力する。また、役物装置用制御装置
３４のモータ制御部（図示せず）には、振分け体２３（図２参照）の回転動作パターンを
選択、決定し、その回転動作パターンの指示コマンドＳ２２を出力する。
【００７０】
　更に、演出制御装置３３は、主制御装置３２から送信された抽選演出パターン指定コマ
ンドＳ１中の第２段階の抽選演出時の変動パターン情報に基づき、第２表示器２４（図２
参照）による第２段階の抽選演出時の変動パターンを選択、決定し、その変動パターンの
指示コマンドＳ２３を役物装置用制御装置３４の第２表示器制御部（図示せず）に出力す
る。
【００７１】
　演出制御装置３３は、また音声／ランプ制御装置３５へも指示コマンドＳ３を出力する
。音声／ランプ制御装置３５への指示コマンドＳ３には、音声出力装置３５ａから所定の
音声を出力させる指示コマンドや、図１に示す盤面１上の種々のランプ９を種々のパター
ンで点消灯させる指示コマンドがある。
【００７２】
　なお、上記第１表示器２２による第１段階の抽選演出時の点消灯パターンに含まれる時
間（点消灯開始から終了までの時間）情報は、主制御装置３２から演出制御装置３３に送
信されてきた抽選演出パターン指定コマンドＳ１の種類（総抽選演出時間情報の種類）に
拘わらず一定に設定されている。すなわち、第１段階の抽選演出時の点消灯パターンは一
定時間であるために、総抽選演出時間に対応することのない設定となっている。
　本実施形態に係るパチンコ機は、以上のような各コマンドＳ１，Ｓ２（Ｓ２１～２３）
等に基づいて上記第１表示器２２、振分け体２３及び第２表示器２４等が制御されること
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により、２段階の抽選演出が行われるが、上記コマンドの種類やコマンドの内容等は一例
であり、本実施形態に限定されることはない。
【００７３】
　以上述べたように本実施形態によれば、始動入賞球センサ３１ａが始動入賞球を検出し
て大当たり抽選が行われると、この大当たり抽選の回数は１回、という従来からのパチン
コ機と同様の形式を採りながらも遊技高揚感を持続でき、より面白みのある遊技が可能と
なる。
　また本実施形態によれば、実保留球数調整機構９４を設けたので、抽選演出保留機構を
設けたパチンコ機において始動入賞口２１における球溢れ等を防止できる。そして、入賞
装置４（抽選演出保留球通路９２）内に収容している実保留球数と保留球ランプＬ１～Ｌ
４の点灯数で報知される保留球数（図６に示す主制御装置３２の演算処理による真の保留
球数：メモリ記憶値）とを一致させることができる。したがって、抽選を実際に２回行っ
ているかのように見せることがより可能となり、第１段階の抽選演出から第２段階の抽選
演出が終了するまで遊技高揚感を持続させることができる。
【００７４】
　なお上述実施形態では、第１表示器に表示ランプを用い、第２表示器に数字表示素子を
用いた例について述べたが、第１表示器に数字表示素子を用い、第２表示器に表示ランプ
を用いてもよい。また、第１表示器、第２表示器共に表示ランプを用いても、あるいは数
字表示素子を用いてもよい。更に、第１表示器又は第２表示器を液晶表示器等の画像表示
器を用いてもよく、あるいは第１表示器、第２表示器共に液晶表示器等の画像表示器を用
いてもよい。
　更に、第１表示器、第２表示器の他に、第３表示器、第４表示器、…等と表示器を追加
し（多数個の表示器を用い）、各表示器によって抽選演出を行うようにしてもよい。この
場合、第１表示器を第１段階の抽選演出用とし、第２段階の抽選演出に第２表示器を用い
、第３段階の抽選演出に第３表示器を用いるというように定まった順番で抽選演出を行う
ようにしてもよいし、第２段階以降の抽選演出を各表示器の中から抽選等によりランダム
に決定された表示器を用いて行うようにしてもよい。
　振分け体も、上述実施形態のような回転体に限られることはなく、例えばシーソ形の振
分け体を用いてもよい。振分け体をシーソ形に構成する場合には、駆動源としてモータの
ような回転駆動源だけではなく、往復動する駆動源も容易に用いることができる。
　また、時短機能作動時における第２表示器の抽選演出に用いる変動パターンは、時短機
能作動時専用の変動パターンであっても、時短機能非作動時において用いられている変動
パターン（第２段階の抽選演出時の変動パターン）のどちらでもよい。
　更に上述実施形態では、演出制御装置が主制御装置からの制御信号を受けて演出動作用
制御信号を生成、出力することにより役物装置用制御装置、音声／ランプ制御装置を制御
するように構成したが、これに限らず、役物装置用制御装置の機能又は音声／ランプ制御
装置の機能の少なくともいずれか一方を演出制御装置に設けるように構成してもよい。例
えば、役物装置用制御装置の機能を演出制御装置に設けるように構成し、この演出制御装
置にて表示ランプやモータ、数字表示素子を制御するようにしてもよい。
【００７５】
　また上述実施形態では、始動入賞球をセンサが検出することにより大当たり抽選及びこ
れに続く抽選演出が行われ、始動入賞球が保留球となり得るように構成した。しかしこれ
を、ゲート通過球をセンサが検出することにより大当たり抽選及びこれに続く抽選演出を
行わせ、ゲート通過球が保留球となり得るように構成してもよい。この場合、本明細書の
上掲［課題を解決するための手段］において、始動用盤面構成部品とは上記始動入賞口と
ゲートとを総称したものであり、始動球とは上記始動入賞球とゲート通過球とを総称した
ものである。また、上記始動入賞口に入賞した遊技球（始動入賞球）及びゲートを通過し
た遊技球（ゲート通過球）を、始動用盤面構成部品に対して入賞通過した始動球と記した
。
　また振分け機構についても、シャッタ、ソレノイド、プランジャ及びコイルスプリング
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等による構成に限定されることはない。実保留球数調整機構が有する実保留球数調整機能
にしたがって、始動入賞口やゲート等の始動用盤面構成部品からの始動球（始動入賞球、
ゲート通過球）を超過保留球排出路側に送り、又は抽選演出保留球通路側に送ることが可
能であれば、どのように構成されたものであってもよい。
　なお、ゲート通過球をセンサが検出することにより大当たり抽選等を行うように構成し
た場合において、遊技球のゲート通過により賞球の払出しを行うか否かについては任意に
決められる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明によるパチンコ機の一実施形態の要部を示す正面図である。
【図２】図１中の入賞装置を取り出し、拡大して示す正面図である。
【図３】同じく斜視図である。
【図４】振分け体の短切欠きが始動入賞球入口に対向した状態にある入賞装置の正面図で
ある。
【図５】入賞装置内の振分け体及びその前後の構成部分の分解斜視図である。
【図６】図１に示したパチンコ機の要部を示すブロック図である。
【図７】振分け体の短切欠きが当たり球排出口に対向した状態にある入賞装置の正面図で
ある。
【図８】振分け体が時短機能作動中における姿勢を保持している入賞装置の正面図である
。
【図９】シャッタ閉状態における入賞装置内の始動入賞球の流れの一例を説明するための
図である。
【図１０】シャッタ閉状態における入賞装置内の始動入賞球の流れの他の例を説明するた
めの図である。
【図１１】シャッタ開状態における入賞装置内の始動入賞球の流れを説明するための図で
ある。
【図１２】図９～図１１中のシャッタを備えた振分け機構をシャッタ閉状態において示す
図である。
【図１３】同じく振分け機構をシャッタ開状態において示す図である。
【符号の説明】
【００７７】
　１：盤面、４：入賞装置（役物装置）、２１：始動入賞口（始動用盤面構成部品）、２
２：第１表示器、２３：振分け体、２３ａ：長切欠き、２３ｂ：短切欠き、２４：第２表
示器、２５：当たり球排出口、２６：外れ球排出口、３１：入賞球センサ、３１ａ：始動
入賞球センサ、３２：主制御装置、３３：演出制御装置、３４：入賞装置用制御装置、３
９：シャッタ作動ソレノイド、９１：始動入賞球導入路、９２：抽選演出保留球通路、９
３：連結部分、９４：実保留球数調整機構、９５：超過保留球排出路、９６：振分け機構
、９７：シャッタ、９８：プランジャ９８、９９：コイルスプリング。
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